
まん延防止等重点措置期間【７月２０日（火）から８月２２日（日）まで】 

◎市立集会所 

現在の状況  

   利用時間 午前９時から午後９時３０分まで（但し、午後９時までに終了するよう協力を要請） 

 

  令和３年７月２２日（木）から 

利用時間 午前９時から午後６時までとする 

⑴  ふれあいの家：夜間区分の利用休止 

        ※予約済みのものも含める 

   ⑵ 集 会 所：午後６時以降の利用休止 

※７月１９日（月）までに予約を完了している場合は午後８時まで可  

 

 

 

  



７月１９日（月）会議資料  

社会教育・スポーツ施設の休館等について                   

 

１ 内容 ⑴ 夜間利用の休止（予約済のものも含める。市民会館及びふるさと新座館のホールについて

は、チケット販売済又は周知済の催しを除く。） 

    ※夜間利用＝午後８時以降の時間帯を含む利用区分 

    ⑵ 個人利用施設は、午後８時以降の利用休止 

    ⑶ 学校開放は、午後６時まで（市外団体との対外試合等は禁止とする。） 

 

２ 対象施設 公民館・コミュニティセンター 

         体育施設（屋内・屋外）、市民会館 

         ふるさと新座館、図書館分館 

 

３ 休止期間 ７月２２日（木）から同措置期間終了まで 

 

４ その他  使用料等は利用日の振替又は還付で対応（利用料金制の指定管理施設も同様） 

 

 



 


